
第二二回

参第一号

町村合併促進法の一部を改正する法律（案）

　町村合併促進法（昭和二十八年法律第二百五十八号）の一部を次のように改正する。

　第二十三条の二の次に次の一条を加える。

　（合併予定町村の議員及び長の任期の特例）

第二十三条の三　前条第一項に規定する町村で、同項の町村合併に関する計画に基く町村

合併をすみやかに行うため、関係町村の議会の議決を経て地方自治法第二百五十二条の

二の規定による町村合併促進協議会を置き、その旨を都道府県知事に届け出たものにお

いては、当該町村の議会の議員又は長の任期が町村合併前に満了することとなるときは、

当該議員又は長の任期は、三箇月間（その期間内に町村合併が行われたときはその月ま

で）延長されるものとする。地方自治法第七条の規定により、町村の数の減少を伴う町

村の廃置分合（人口十万未満の市への編入に係るものを含む。）の申請をした町村で当

該町村の廃置分合に関して都道府県の議会の議決がなされていないもののうち当該廃置

分合により廃止されることとなるものにおいても、また、同様とする。

　第三十七条第一項中「第三条の規定及び」を「第三条及第二十三条の三後段の規定、」

に改め、「第九条の規定」の下に「並びに市について第二十三条の三前段の規定」を加え

る。

附　則

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の町村合併促進法第二十三条の三前段の規定は、昭和三十年四月十九日までに

同条に規定する届出があつた場合に限り、同条後段の規定は、この法律施行の際現に地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第七条の規定による申請がなされている場合

に限り適用があるものとする。

３　改正後の町村合併促進法第二十三条の三の規定により延長される任期の満了による選

挙は、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三十三条第一項の規定にかかわらず、

任期満了の日から五十日以内に行う。



理　由

　町村合併実施の状況にかんがみ、その一層円滑なる促進を期するため、町村合併の手続

中にその議会の議員又は長の任期が満了する町村について、議会の議員又は長の任期の特

例を設ける等町村合併促進法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出す

る理由である。


